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協議事項（１）  

コミュニティバス坂東号「矢作ルート」の変更について 

 

 

 

 

 

１ 経緯 

  矢作ルートについては、現在、「芽吹橋」～「七郷小学校」間を、平日のみ１日２

便運行しており、主に七郷小学校へ通学する児童に利用されている。 

この度、地元地域から、当該ルートを岩井グリーンランド団地（七郷地区の住宅団

地）まで延伸してほしい旨の要望書（別添１）が提出された。 

  当該要望については、１）新たな停留所の設置が発生しないこと、２）現状のダ

イヤや他のルートも含めたコミュニティバス全体の運行に影響が無いこと、３）現

在の当該児童の通学は徒歩であることから、付近を運行する茨城急行バスへの影響

は殆んど無いと考えられること、４）児童の通学利用のほか住民の地域施設等への

利用も想定され利用者増が見込まれること、等を総合的に判断し、矢作ルートを以

下のとおり変更（延伸）する。 

 

２ 矢作ルートの変更内容 

（１）現在の矢作ルートに、「グリーンランド」停留所を追加し、「芽吹橋」から「グ

リーンランド」まで運行区間を延伸する。→ 別紙１のとおり 

    ※「グリーンランド」停留所は、七郷・中川ルートに設置している既存の標

柱を共有する。 

    ※「芽吹橋」～「グリーンランド」の区間は、主要地方道つくば野田線及び

県道小山菅生小絹停車場線を経由する。 

 （２）時刻表については、既存停留所の運行時刻は変更せず、「グリーンランド」停

留所の運行時刻を追加する。→ 別紙２のとおり 

 （３）追加した「グリーンランド」停留所での乗降においても、運賃は１乗車１０

０円とする。 

 

３ 実施日 

 令和５年７月３日（月） 

 

＜審議内容＞ 

矢作ルートに「グリーンランド」停留所を追加し、路線を延伸する。 
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変更箇所 
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矢作新田西 

 
芽吹橋 

 

グリーンランド 

 

岩井グリーンランド団地 
莚打 

 

＜ 凡 例 ＞ 

         現在の矢作ルート 

         矢作ルートの延伸区間 

         七郷・中川ルート 

停留所 

停留所名称 〇〇〇 



行き 帰り
7:30 1 芽吹橋 16:12
7:31 2 矢作新田西 16:10
7:32 3 矢作新田公民館 16:09
7:33 4 矢作新田東 16:08
7:34 5 法師戸西 16:07
7:35 6 法師戸東 16:06
7:36 7 法師戸 16:05
7:37 8 下矢作 16:04
7:38 9 大崎 16:03
7:39 10 自然博物館入口 16:02
7:40 11 ＪＡ七郷 16:01
7:42 12 七郷小学校 16:00

行き 帰り
7:25 1 グリーンランド 16:17
7:30 2 芽吹橋 16:12
7:31 3 矢作新田西 16:10
7:32 4 矢作新田公民館 16:09
7:33 5 矢作新田東 16:08
7:34 6 法師戸西 16:07
7:35 7 法師戸東 16:06
7:36 8 法師戸 16:05
7:37 9 下矢作 16:04
7:38 10 大崎 16:03
7:39 11 自然博物館入口 16:02
7:40 12 ＪＡ七郷 16:01
7:42 13 七郷小学校 16:00
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変更前

変更後

矢作ルート時刻表

⑤矢作ルート　月～金曜運行（休校日運休）

⑤矢作ルート　月～金曜運行（休校日運休）
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別紙２


